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特 集 １ 

建設業法の改正に伴う技術検定制度の再編 

～「技士補」の新設とその役割について～ 

 

 

１ はじめに 

建設工事では、適正かつ生産性の高い施工を確保するため、高い技術力を有す

る技術者を工事現場ごとに配置する必要があり、現場配置された技術者は、工事

現場において適正な技術的判断や確認を行うとともに、問題が発生した際に臨機

応変に対応できる専門技術・知見が求められています。 

このような建設工事の特性を踏まえ、国土交通省では、建設工事に従事する技

術者の施工技術の向上を図ることを目的として、建設業法第２７条の規定に基づ

き、技術検定を行っています。令和元年６月に公布されたいわゆる「新・担い手

３法」（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）では、技術検定制度の見直しが

行われ、当該見直しに係る改正規定は令和３年４月１日に施行されました。これ

に伴って、技術検定制度が大きく変わり、本年度から新制度の下で試験が行われ

ています。 

変更点としては、これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の両方の合格

者に対して、「技士」の称号が付与されていましたが、今般の建設業法の改正によ

り、第一次検定と第二次検定に再編成が行われ、第一次検定の合格者に対して

「技士補」（今回の改正により新設）の称号が、第一次検定及び第二次検定の両方

の合格者に対して「技士」の称号が付与されることとなりました。 

７つある検定種目すべてについて、既に試験を踏まえた合格発表が行われ、初

の「技士補」が誕生しています。以下では、新しい技術検定制度の内容及び新設

された「技士補」の役割について紹介します。 

 

２ 技術検定制度について 

建設業法では、建設工事の施工に当たり、工事現場において施工の技術上の管

理を統括する者として、主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられてお

り、これら主任技術者又は監理技術者の要件の１つとして、「施工管理技士」の資

格が位置付けられています。また、建設業の許可を受ける業種について、営業所

専任技術者の配置が義務付けられており、営業所専任技術者の要件の１つとして

も、「施工管理技士」の資格が位置付けられています。 

この「施工管理技士」の資格を取得できる試験が国土交通省の行う技術検定で

あり、現在、７種目（建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理、電気工
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事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理、造園施工管理）があり、

さらに各種目には１級と２級の区分があります。それぞれの検定試験について

は、国土交通大臣の指定を受けた試験機関が実施しています。 

改正前の建設業法においては、１級・２級ごとに、知識を評価する「学科試

験」と応用能力を評価する「実地試験」の両方に合格した者に対して、「技士」の

称号が付与されていました。 

今般の建設業法の改正により、１級・２級ごとに、施工技術のうち基礎となる

知識及び能力を有するかどうかを判定する「第一次検定」と施工技術のうち実務

経験に基づいた技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうか

を判定する「第二次検定」に再編成が行われました。そして、第一次検定の合格

者に対して付与する称号として、「技士補」（１級の第一次検定の合格者には「１

級技士補」、２級の第一次検定の合格者には「２級技士補」）が新設されました。

さらに、第一次検定及び第二次検定の合格者に対しては、改正前と同様に、「技

士」の称号が付与されます。 

 

＜技術検定制度の見直し＞ 

 

この見直しを踏まえ、本年度から新しい技術検定制度がスタートしており、既

に建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理の４種目

については、６、７月に実施された第一次検定の試験を踏まえ、７、８月に合格

発表が行われており、この合格者に対して、初めて「技士補」の称号が付与され

ました。残る管工事施工管理、電気通信工事施工管理、造園施工管理の３種目に

ついても、第一次検定の試験が９月に行われ、１０月に合格発表がなされ、新し

い制度の下、すべての検定種目において「技士補」が誕生しています。また、７

種目の第二次検定についても、本年度中に試験及びそれを踏まえた合格発表が行

われる予定です。 

 

３ 「技士補」の役割について 

今回新設された「技士補」の役割としては、１級第一次検定に合格した「１級

技士補」のうち、主任技術者の資格を有する者は、監理技術者の職務を補佐する
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者として、早期に責任ある立場で活躍できるようになります。この説明を行うに

当たり、まずは建設業法で規定されている技術者の配置のルールについて説明し

ます。 

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、施工を行っている工事

現場ごとに、主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられています。主任技

術者と監理技術者の違いとしては、基本的にはすべての工事現場に主任技術者の

配置が義務付けられていますが、発注者から元請として直接工事を請け負って、

そのうち 4,000万円（建築一式工事の場合は 6,000万円）以上を下請契約して施

工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者の配置が義務付けられています。

主任技術者、監理技術者の主な役割、必要な資格等は下記のとおりです。 

 

＜配置しなければならない技術者（主任技術者、監理技術者）＞ 

 建設業法におけるルール 建設業法 

根拠条文 

主な役割 必要な 

資格等 

主任 

技術者 

 

建設業者は、請け負った建設工

事を施工する場合には、請負金

額の大小、元請・下請に関わら

ず、必ず工事現場に施工上の管

理をつかさどる主任技術者を置

かなければならない。（監理技

術者を置く場合を除く。） 

第２６条

第１項 

施工計画の作成、

工程管理、品質管

理その他の技術上

の管理及び当該建

設工事に従事する

者の技術上の指導

監督 

１級国家

資格、２

級国家資

格、実務

経験など 

 

監理 

技術者 

発注者から元請として直接工事

を請け負い、そのうち 4,000万

円（建築一式工事の場合は

6,000万円）以上を下請契約し

て施工する場合は、主任技術者

にかえて監理技術者を置かなけ

ればならない。 

第２６条

第２項 

主任技術者の役割

に加えて、施工を

担当する全ての下

請業者を適切に指

導監督する総合的

な役割 

１級国家

資格、実

務経験な

ど 

 

 

 

建設工事現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、必要な資格を持った

技術者の不足が課題となっており、限りある人材の有効活用が求められていま

す。こうしたことを踏まえ、従来は建設工事の請負代金の額が 3,500万円（建築

一式工事の場合は 7,000万円）以上の場合は、必ず監理技術者を工事現場に専任

で配置する必要がありましたが、今般の建設業法の改正により、工事現場の技術

者の配置義務の見直しが行われ、監理技術者の専任の緩和が行われました（法第

２６条）。具体的には、監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）を工事現場に

専任で置く場合には、当該工事現場では監理技術者は専任である必要はなく、２

つの現場を限度に兼任できることになります。この監理技術者補佐になれるの

が、 
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①主任技術者となることができる要件を満たす者であって、１級の技術検定の

第一次検定に合格した者（「１級技士補」の称号を有する者） 

又は 

②監理技術者となることができる要件を満たす者 

です。 

なお、監理技術者が兼任できる２つの現場の範囲については、基本的には行き

来できるような範囲を想定しており、その具体的な範囲は発注者によって決めら

れます。 

 

これまでは「技士」の資格を有するまで、学科試験と実施試験の両方に合格す

る必要があり、ある程度時間を要していましたが、今般の見直しにより「技士

補」が新設され、「１級技士補」は監理技術者補佐として、早期に責任ある立場で

現場の施工管理に携わり、活躍することができるようになりました。これによ

り、必要な資格を持った技術者の不足が課題となっている建設工事現場にとっ

て、人材の有効活用につながることが期待されます。 

 

＜監理技術者の専任義務の緩和＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

建設業では担い手不足、長時間労働が長らく課題となっており、業界全体で働

き方改革の推進、生産性向上の取組が行われてきました。今般の建設業法改正に

おける技術検定制度の見直し、「技士補」の新設及び技術者に関する規制の合理化

等によって、限りある人材の有効活用が図られ、建設工事現場の生産性の向上に

つながっていくと考えられます。本年度からスタートした新しい技術検定制度に

基づき、今後も「技士補」及び「技士」の資格を持った方々が現場を支えていく

ことが期待されています。 

 

（建設業適正取引研究会） 
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特 集 ２ 

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正について 

 

 

１ はじめに 

国土交通省では、建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に

対する国民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的として、「建

設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を定めています。また、技術検定

を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、もって技

術検定の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、「技術検定の受検禁止

の措置に関する基準」を定めています。 

技術検定試験においては、令和元年１２月以降に複数の企業の社員が、所定の

実務経験を充足せずに受検し、施工管理技士の資格を不正に取得し、また、これ

らの社員を監理技術者等として配置していた事態が発生しました。この事態を踏

まえ、令和２年８月に国土交通省は有識者による「技術検定不正受検防止対策検

討会」を設置し、不正受検の防止対策についての議論が行われました。同年１１

月に検討会の提言がとりまとめられ、その中で監督処分の厳格化等について検討

すべき旨が提言されたところです。 

これを受けて、本年７月に国土交通省は「建設業者の不正行為等に対する監督

処分の基準」及び「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」を改正しましたの

で、以下では、背景及び改正概要等を紹介します。 

 

２ 不正受検事案と「技術検定不正受検防止対策検討会」提言について 

令和元年１２月以降、複数の企業から、技術検定に関し、同社の職員が保有す

る施工管理技士について、受検時における実務経験に不備があったことなどが国

土交通省に報告されました。この不正受検事案を受けて、令和２年８月に国土交

通省が設置した「技術検定不正受検防止対策検討会」によると、不正受検の内容

としては、以下の３つに大別されます。 

〇認められない実務経験による受検 

〇実務経験期間の不足 

〇実務経験期間の重複 

そして、これらの不正受検が発生した原因・背景としては、 

(1) 受検者・証明者の理解不足・認識不足・ミス 

のみならず、 

(2) 受検者・証明者による虚偽・不正 
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によるものもありました。 

さらに、これら不正受検によって施工管理技士資格を取得した職員の中には、

実際に工事現場での監理技術者・主任技術者や営業所専任技術者として配置され

たケースもあり、これは建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術者）、同法第

７条・１５条（営業所専任技術者）に違反します。今回の不正受検事案は、当該

建設企業・職員に対する信頼の低下のみならず、建設業法上の技術検定制度その

ものの信頼にも影響を与えかねない問題です。 

そこで、今後の不正受検防止対策として、令和２年１１月の「技術検定不正受

検防止対策検討会」による提言においては、 

(1) 理解不足による申請ミスの防止対策 

(2) 受検者及び所属企業（証明者）による虚偽申請の抑止 

の２つの観点から、対策がまとめられました。これを受けて国土交通省は実施可

能な防止策から速やかに導入・実施するとともに、関係者による詳細な検討が必

要な防止策についても、導入に向け速やかに検討に着手することとしました。 

 

＜「技術検定不正受検防止対策検討会」提言における主な対策とその導入時期＞ 

 令和３年度中までに導入するもの 今後の検討を踏まえた上で 

導入するもの 

（１）理解不足

による申請ミ

スの防止対策 

①証明者による受検者経歴等の根

拠資料の保有の周知徹底 

③｢受検の手引き｣の記載内容の改

善 

④チェックリストの活用 

②所属企業ごとに実務経験

の証明を求める方法への

見直し 

 

（２）受検者及

び 所 属 企 業

（証明者）に

よる不正の抑

止 

⑦実務経験の証明に関する立入検

査の実施 

⑧企業名公表 

⑤受検申請書類の電子申請

化と既存データベースと

の連携 

⑥試験問題の見直し 

⑨企業へのペナルティの明

確化 

 

特に、「⑨企業へのペナルティの明確化」については、具体的には以下のとおり

提言されています。 

・これまでも不正に合格した者を技術者として配置している場合は監督処分を

適用しているところであるが、継続的に虚偽の実務経験の証明を行っている

上に不正に合格した者を繰り返し技術者として配置している場合など、悪質

な事案については、監督処分の厳格化や罰則の適用の可能性などペナルティ

の強化策について検討する。 

 

この監督処分の厳格化等の提言を踏まえて、国土交通省では関係者とさらに検

討を行い、本年７月に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」及び
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「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」を改正し、技術検定の不正受検対策

の強化を図っています。 

 

３ 「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正概要について 

本年７月に改正された基準等の改正概要は以下のとおりです。なお、２．の提

言を踏まえた改正に加え、近年、建設業者の粗雑工事に関する社会的に注目を集

める事案が相次いでいることから、粗雑工事を行った建設業者への対応の厳格化

を目的とした改正、さらに賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２

年法律第６０号）の一部規定が令和２年１２月に施行されたことを受け、建設業

者が同法に違反した際の監督処分の基準についての明確化を目的とした改正も併

せて行われています。【 】内は基準等の該当条項です。 

 

(1) 「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」について 

①主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化 

【三 監督処分の基準 ２（３）「②主任技術者等の不設置等」】 

・技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験

の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した

者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には、３０

日以上の営業停止処分とする。 

 

②粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化 

【三 監督処分の基準 ２（３）「③粗雑工事等による重大な瑕疵」】 

・施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕

疵が生じたときは、１５日以上の営業停止処分とする。 

・ただし、低入札価格調査が行われた工事においては３０日以上の営業停止処

分とする。 

 

③賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正 

【三 監督処分の基準 ２（４）「②建設工事の施工等に関する法令違反」ⅳ】 

・役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は７日以上、それ

以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は３日以上の営業停止処分とす

る。 

・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第３３条第２項に規定する指示

処分を受けた場合に、建設業法に基づく指示処分とする。 

・また、同法第３４条第２項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧

誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は３日以上の営業停止処分とす

る。 
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(2) 「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」について 

【４．措置の基準（１）「②出願に関する不正行為」】 

・虚偽の出願における３年の受検禁止に加え、制度の不理解等による出願に関

する不正行為についても、原則１年の受検禁止とする規定を追加する。 

 

４ おわりに 

令和元年６月の建設業法改正では技術検定制度についても見直しが行われてお

り、本年４月から改正後の技術検定制度がスタートしています。改正建設業法で

は、「技士補」の新設とともに、適切な施工の確保に留意しつつ、技術者の配置を

合理化する規定も設けられました。これらの建設業法の改正は、適切な技術検定

制度に基づき、技術力を有する技術者が配置されていることが大前提となってい

ます。したがって、技術検定の不正受検は建設業法の技術者制度の主旨を没却す

るとともに、建設業界に対する信頼を著しく損なうものであることを改めてご認

識の上、適切な実務経験の証明などの徹底をお願いします。 

なお、ご参考までに、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」及び

「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」の今回の改正箇所が分かるように新

旧対照表を掲載します。 

 

（建設業適正取引研究会） 
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公
共
工
事
に
係
る
も

。
。

の
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
工
事
の
請
負
契
約
に
関
し
て
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
は

の
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
工
事
の
請
負
契
約
に
関
し
て
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
は

そ
の
営
業
の
う
ち
公
共
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の

そ
の
営
業
の
う
ち
公
共
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

３
監
督
処
分
等
の
時
期
等

３
監
督
処
分
等
の
時
期
等

（
１
）
他
法
令
違
反
に
係
る
監
督
処
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
刑
の
確
定
、
排
除
（
１
）
他
法
令
違
反
に
係
る
監
督
処
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
刑
の
確
定
、
排
除

措
置
命
令
又
は
課
徴
金
納
付
命
令
の
確
定
等
の
法
令
違
反
の
事
実
が
確
定
し
た
時
点
で
行

措
置
命
令
又
は
課
徴
金
納
付
命
令
の
確
定
等
の
法
令
違
反
の
事
実
が
確
定
し
た
時
点
で
行

う
こ
と
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
の
違
反
事
実
が
明
白
な
場
合
は
、
刑
の
確
定
等
を
待
た
ず

う
こ
と
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
の
違
反
事
実
が
明
白
な
場
合
は
、
刑
の
確
定
等
を
待
た
ず

に
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

に
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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（
２
）
贈
賄
等
の
容
疑
で
役
員
等
又
は
他
の
職
員
（
以
下
「
役
職
員
」
と
い
う
）
が
逮
捕
さ
（
２
）
贈
賄
等
の
容
疑
で
役
員
等
又
は
他
の
職
員
（
以
下
「
役
職
員
」
と
い
う
）
が
逮
捕
さ

。
。

れ
た
場
合
な
ど
社
会
的
影
響
の
大
き
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
営
業
停
止
処
分
そ
の
他
法
令

れ
た
場
合
な
ど
社
会
的
影
響
の
大
き
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
営
業
停
止
処
分
そ
の
他
法
令

上
の
必
要
な
措
置
を
行
う
ま
で
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
こ
れ

上
の
必
要
な
措
置
を
行
う
ま
で
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
措
置
を
行
う
前
に
、
ま
ず
、
法
令
遵
守
の
た
め
の
社
内
体
制
の
整
備
等
を
求
め
る
こ

ら
の
措
置
を
行
う
前
に
、
ま
ず
、
法
令
遵
守
の
た
め
の
社
内
体
制
の
整
備
等
を
求
め
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
勧
告
を
書
面
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

と
を
内
容
と
す
る
勧
告
を
書
面
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
警
告
が
行
わ
れ
た
場
合
、
建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に
（
３
）
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
警
告
が
行
わ
れ
た
場
合
、
建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に

施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
場
合
、
工
事
関
係

施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
場
合
、
工
事
関
係

者
に
死
亡
者
又
は
負
傷
者
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
等
で
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
監
督
処
分
に

者
に
死
亡
者
又
は
負
傷
者
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
等
で
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
監
督
処
分
に

至
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
勧
告
等
の
措
置
を
機
動
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

至
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
勧
告
等
の
措
置
を
機
動
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
指
示
処
分
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
業
者
が
当
該
指
示
に
従
っ
て
い
る
か
ど
（
４
）
指
示
処
分
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
業
者
が
当
該
指
示
に
従
っ
て
い
る
か
ど

う
か
の
点
検
、
調
査
を
行
う
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

う
か
の
点
検
、
調
査
を
行
う
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

４
不
正
行
為
等
が
複
合
す
る
場
合
の
監
督
処
分

４
不
正
行
為
等
が
複
合
す
る
場
合
の
監
督
処
分

不
正
行
為
等
が
複
合
す
る
場
合
の
監
督
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、

不
正
行
為
等
が
複
合
す
る
場
合
の
監
督
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、

情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
又
は
減
軽
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
又
は
減
軽
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
１
）
一
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き

（
１
）
一
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き

当
該
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
の
う
ち
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
最
も
重
い

当
該
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
の
う
ち
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
最
も
重
い

処
分
を
課
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
従
い
、
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

処
分
を
課
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
従
い
、
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き

（
２
）
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き

①
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
そ

①
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
営
業
停
止
処
分
事
由
に
当
た
る
と
き

れ
ぞ
れ
が
営
業
停
止
処
分
事
由
に
当
た
る
と
き

イ
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

イ
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
基
準
に
定
め
る
営
業
停
止
の
期
間
の
合
計
に
よ
り

れ
の
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
基
準
に
定
め
る
営
業
停
止
の
期
間
の
合
計
に
よ
り

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
不
正
行
為
等
が
他
の
不
正
行

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
不
正
行
為
等
が
他
の
不
正
行

為
等
の
手
段
又
は
結
果
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

為
等
の
手
段
又
は
結
果
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
の
う
ち
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
重
い
処
分
を

処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
の
う
ち
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
重
い
処
分
を

課
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
を
２
分
の
３
倍
に
加
重
し
て

課
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
を
２
分
の
３
倍
に
加
重
し
て

行
う
こ
と
と
す
る
。

行
う
こ
と
と
す
る
。
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ロ
複
数
の
不
正
行
為
等
が
三
以
上
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
情

ロ
複
数
の
不
正
行
為
等
が
三
以
上
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
情

状
に
よ
り
、
イ
に
定
め
る
期
間
に
必
要
な
加
重
を
行
う
も
の
と
す
る
。

状
に
よ
り
、
イ
に
定
め
る
期
間
に
必
要
な
加
重
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
あ

②
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
あ

る
行
為
が
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
し
、
他
の
行
為
が
指
示
処
分
事
由
に
該
当
す
る

る
行
為
が
営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
し
、
他
の
行
為
が
指
示
処
分
事
由
に
該
当
す
る

と
き

と
き

営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
上
記
二
４
（
２
）
①
又
は
下
記

営
業
停
止
処
分
事
由
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
上
記
二
４
（
２
）
①
又
は
下
記

三
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
営
業
停
止
処
分
を
行
い
、
指
示
処
分
事
由
に
該
当
す
る
行

三
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
営
業
停
止
処
分
を
行
い
、
指
示
処
分
事
由
に
該
当
す
る
行

為
に
つ
い
て
は
当
該
事
由
に
つ
い
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

為
に
つ
い
て
は
当
該
事
由
に
つ
い
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

③
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
そ

③
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
二
以
上
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
指
示
処
分
事
由
に
当
た
る
と
き

れ
ぞ
れ
が
指
示
処
分
事
由
に
当
た
る
と
き

原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
不
正
行
為
等
が
建
設
業
法
第

原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
不
正
行
為
等
が
建
設
業
法
第

２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
正
行
為
等
の
内

２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
正
行
為
等
の
内

容
・
程
度
等
に
よ
り
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

容
・
程
度
等
に
よ
り
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
３
）
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す
る
と
き

（
３
）
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す
る
と
き

①
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す

①
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
営
業
停
止
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す

る
と
き

る
と
き

当
該
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
を
２
分
の

当
該
処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
の
基
準
に
つ
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
を
２
分
の

３
倍
に
加
重
し
た
上
で
、
当
該
加
重
後
の
基
準
に
従
い
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と

３
倍
に
加
重
し
た
上
で
、
当
該
加
重
後
の
基
準
に
従
い
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。

②
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
指
示
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す
る
と

②
建
設
業
者
の
複
数
の
不
正
行
為
等
が
一
の
指
示
処
分
事
由
に
２
回
以
上
該
当
す
る
と

き
き

原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
不
正
行
為
等
が
建
設
業
法
第

原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
不
正
行
為
等
が
建
設
業
法
第

２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
正
行
為
等
の
内

２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
正
行
為
等
の
内

容
・
程
度
等
に
よ
り
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

容
・
程
度
等
に
よ
り
、
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

５
不
正
行
為
等
を
重
ね
て
行
っ
た
場
合
の
加
重

５
不
正
行
為
等
を
重
ね
て
行
っ
た
場
合
の
加
重

（
１
）
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
者
が
再
び
営
業
停
止
処
分
を
受
け
る
場
合

（
１
）
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
者
が
再
び
営
業
停
止
処
分
を
受
け
る
場
合

営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
、
当
該
営
業
停
止
の
期
間
の
満
了
後
３
年
を
経

営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
、
当
該
営
業
停
止
の
期
間
の
満
了
後
３
年
を
経
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過
す
る
ま
で
の
間
に
再
び
同
種
の
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
正
行

過
す
る
ま
で
の
間
に
再
び
同
種
の
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
正
行

為
等
に
対
す
る
営
業
停
止
処
分
を
行
う
と
き
は
、
情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
を
行
う
こ

為
等
に
対
す
る
営
業
停
止
処
分
を
行
う
と
き
は
、
情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
を
行
う
こ

と
と
す
る
。
な
お
、
先
行
し
て
行
わ
れ
た
営
業
停
止
処
分
の
処
分
日
よ
り
前
に
行
わ
れ
た

と
と
す
る
。
な
お
、
先
行
し
て
行
わ
れ
た
営
業
停
止
処
分
の
処
分
日
よ
り
前
に
行
わ
れ
た

不
正
行
為
等
に
よ
り
再
び
営
業
停
止
処
分
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

不
正
行
為
等
に
よ
り
再
び
営
業
停
止
処
分
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
２
）
指
示
処
分
を
受
け
た
者
が
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合

（
２
）
指
示
処
分
を
受
け
た
者
が
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合

建
設
業
者
が
指
示
の
内
容
を
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
又
は
指
示
処
分
を
受
け
た
日
か
ら

建
設
業
者
が
指
示
の
内
容
を
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
又
は
指
示
処
分
を
受
け
た
日
か
ら

３
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
指
示
に
違
反
し
て
再
び
類
似
の
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場

３
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
指
示
に
違
反
し
て
再
び
類
似
の
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
場

合
（
技
術
者
の
専
任
義
務
違
反
に
よ
り
指
示
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
再
び
専
任
義
務

合
（
技
術
者
の
専
任
義
務
違
反
に
よ
り
指
示
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
再
び
専
任
義
務

違
反
を
犯
す
な
ど
の
場
合
を
い
う
）
に
は
、
情
状
を
重
く
み
て
、
営
業
停
止
処
分
を
行

違
反
を
犯
す
な
ど
の
場
合
を
い
う
）
に
は
、
情
状
を
重
く
み
て
、
営
業
停
止
処
分
を
行

。
。

う
こ
と
と
す
る
。

う
こ
と
と
す
る
。

６
営
業
停
止
処
分
に
よ
り
停
止
を
命
ず
る
行
為

６
営
業
停
止
処
分
に
よ
り
停
止
を
命
ず
る
行
為

営
業
停
止
処
分
に
よ
り
停
止
を
命
ず
る
行
為
は
、
請
負
契
約
の
締
結
及
び
入
札
、
見
積
り

営
業
停
止
処
分
に
よ
り
停
止
を
命
ず
る
行
為
は
、
請
負
契
約
の
締
結
及
び
入
札
、
見
積
り

等
こ
れ
に
付
随
す
る
行
為
と
す
る
。
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
当
該
営
業
停
止

等
こ
れ
に
付
随
す
る
行
為
と
す
る
。
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
建
設
業
者
が
当
該
営
業
停
止

の
期
間
中
に
行
え
な
い
行
為
及
び
当
該
営
業
停
止
の
期
間
中
で
も
行
え
る
行
為
の
例
は
、
別

の
期
間
中
に
行
え
な
い
行
為
及
び
当
該
営
業
停
止
の
期
間
中
で
も
行
え
る
行
為
の
例
は
、
別

表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
の
と
お
り
と
す
る
。

７
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
企
業
に
合
併
等
が
あ
っ
た
と
き
の
監
督
処
分

７
不
正
行
為
等
を
行
っ
た
企
業
に
合
併
等
が
あ
っ
た
と
き
の
監
督
処
分

不
正
行
為
等
を
行
っ
た
建
設
業
者
（
以
下
「
行
為
者
」
と
い
う
）
が
、
不
正
行
為
等
の

不
正
行
為
等
を
行
っ
た
建
設
業
者
（
以
下
「
行
為
者
」
と
い
う
）
が
、
不
正
行
為
等
の

。
。

後
に
建
設
業
法
第
１
７
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
又
は
合
併
若
し

後
に
建
設
業
法
第
１
７
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
又
は
合
併
若
し

く
は
分
割
を
行
っ
た
場
合
又
は
同
法
第
１
７
条
の
３
の
規
定
に
よ
る
相
続
を
し
た
場
合
は
、

く
は
分
割
を
行
っ
た
場
合
又
は
同
法
第
１
７
条
の
３
の
規
定
に
よ
る
相
続
を
し
た
場
合
は
、

（
「

」
。
）

（
「

」
。
）

行
為
者
の
建
設
業
者
と
し
て
の
地
位
を
承
継
し
た
建
設
業
者
以
下
承
継
者
と
い
う

行
為
者
の
建
設
業
者
と
し
て
の
地
位
を
承
継
し
た
建
設
業
者
以
下
承
継
者
と
い
う

に
対
し
て
監
督
処
分
を
行
う
。

に
対
し
て
監
督
処
分
を
行
う
。

ま
た
、
行
為
者
の
営
業
を
同
法
第
１
７
条
の
２
又
は
同
法
第
１
７
条
の
３
の
規
定
に
よ
ら

ま
た
、
行
為
者
の
営
業
を
同
法
第
１
７
条
の
２
又
は
同
法
第
１
７
条
の
３
の
規
定
に
よ
ら

ず
に
承
継
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
承
継
者
の
建
設
業
の
営
業
が
、
行
為
者
の
建
設
業
の
営
業

ず
に
承
継
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
承
継
者
の
建
設
業
の
営
業
が
、
行
為
者
の
建
設
業
の
営
業

と
継
続
性
及
び
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

と
継
続
性
及
び
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

①
行
為
者
が
当
該
建
設
業
を
廃
業
し
て
い
る
場
合
に
は
、
承
継
者
に
対
し
て
監
督
処
分
を

①
行
為
者
が
当
該
建
設
業
を
廃
業
し
て
い
る
場
合
に
は
、
承
継
者
に
対
し
て
監
督
処
分
を

行
う
。

行
う
。

②
行
為
者
及
び
承
継
者
が
と
も
に
当
該
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
両
者
に
対
し

②
行
為
者
及
び
承
継
者
が
と
も
に
当
該
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
両
者
に
対
し

て
監
督
処
分
を
行
う
。

て
監
督
処
分
を
行
う
。
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三
監
督
処
分
の
基
準

三
監
督
処
分
の
基
準

１
基
本
的
考
え
方

１
基
本
的
考
え
方

（
１
）
建
設
業
法
第
２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
不
正
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合

（
１
）
建
設
業
法
第
２
８
条
第
１
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
不
正
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合

当
該
不
正
行
為
等
が
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
る
と
き
は
原
則
と
し
て
営
業
停
止
処
分

当
該
不
正
行
為
等
が
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
る
と
き
は
原
則
と
し
て
営
業
停
止
処
分

、
。

、
、

。
、

を
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
と
き
は
原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
な
お

を
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
と
き
は
原
則
と
し
て
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
な
お

個
々
の
監
督
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
又
は
減
軽
を
行

個
々
の
監
督
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
情
状
に
よ
り
、
必
要
な
加
重
又
は
減
軽
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
２
（
１
）
以
外
の
不
正
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合

（
２
（
１
）
以
外
の
不
正
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合

）
）

①
建
設
業
法
の
規
定
（
第
１
９
条
の
３
、
第
１
９
条
の
４
、
第
１
９
条
の
５
、
第
２
４

①
建
設
業
法
の
規
定
（
第
１
９
条
の
３
、
第
１
９
条
の
４
、
第
１
９
条
の
５
、
第
２
４

条
の
３
第
１
項
、
第
２
４
条
の
４
、
第
２
４
条
の
５
並
び
に
第
２
４
条
の
６
第
３
項
及

条
の
３
第
１
項
、
第
２
４
条
の
４
、
第
２
４
条
の
５
並
び
に
第
２
４
条
の
６
第
３
項
及

び
第
４
項
を
除
き
、
入
札
契
約
適
正
化
法
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

び
第
４
項
を
除
き
、
入
札
契
約
適
正
化
法
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
２
４
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
を
含
む
、
入
札
契
約

て
適
用
さ
れ
る
第
２
４
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
を
含
む
、
入
札
契
約

。）
。
）

適
正
化
法
第
１
５
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
又
は
履
行
確
保
法
第
３
条
第
６

適
正
化
法
第
１
５
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
又
は
履
行
確
保
法
第
３
条
第
６

項
、
第
４
条
第
１
項
、
第
７
条
第
２
項
、
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
若
し
く
は

項
、
第
４
条
第
１
項
、
第
７
条
第
２
項
、
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
若
し
く
は

第
１
０
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き

第
１
０
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き

。
、

、
、

。
、

、
、

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
具
体
的
に
は
建
設
業
法
第
１
１
条
第
１
９
条

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
具
体
的
に
は
建
設
業
法
第
１
１
条
第
１
９
条

第
４
０
条
、
第
４
０
条
の
３
違
反
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
４
０
条
、
第
４
０
条
の
３
違
反
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

②
建
設
業
法
第
１
９
条
の
５
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き

②
建
設
業
法
第
１
９
条
の
５
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
き

注
文
者
が
建
設
業
者
で
あ
っ
て
、
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
に
比
べ
著
し
く
短

注
文
者
が
建
設
業
者
で
あ
っ
て
、
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
に
比
べ
著
し
く
短

い
期
間
を
工
期
と
し
た
請
負
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

い
期
間
を
工
期
と
し
た
下
請
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
行
う
こ
と
と
し
、
正
当
な

認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
行
う
こ
と
と
し
、
正
当
な

理
由
が
な
く
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

理
由
が
な
く
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
不
正
行
為
等
に
関
す
る
建
設
業
者
の
情
状
が
特
に
重
い
場
合
又
は
建
設
業
者
が
営
業
停
（
３
）
不
正
行
為
等
に
関
す
る
建
設
業
者
の
情
状
が
特
に
重
い
場
合
又
は
建
設
業
者
が
営
業
停

止
処
分
に
違
反
し
た
場
合

止
処
分
に
違
反
し
た
場
合

建
設
業
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

建
設
業
法
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
具
体
的
基
準

２
具
体
的
基
準
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（
１
）
公
衆
危
害

（
１
）
公
衆
危
害

建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に
施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
公
衆
に
死
亡
者
又
は
３

建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に
施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
公
衆
に
死
亡
者
又
は
３

人
以
上
の
負
傷
者
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
役
職
員
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪

人
以
上
の
負
傷
者
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
役
職
員
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪

等
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
で
、
公
衆
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

等
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
で
、
公
衆
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、

は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、

危
害
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
お
い
て
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と

危
害
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
お
い
て
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。

ま
た
、
建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に
施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
公
衆
に
危
害
を
及

ま
た
、
建
設
業
者
が
建
設
工
事
を
適
切
に
施
工
し
な
か
っ
た
た
め
に
公
衆
に
危
害
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
危
害
を
防
止
す
る
措
置
を
行
う
よ
う
勧
告
を

ぼ
す
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
危
害
を
防
止
す
る
措
置
を
行
う
よ
う
勧
告
を

行
う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な

行
う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な

い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営

い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営

業
停
止
の
期
間
は
、
７
日
以
上
と
す
る
。

業
停
止
の
期
間
は
、
７
日
以
上
と
す
る
。

な
お
、
違
反
行
為
が
建
設
資
材
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
必

な
お
、
違
反
行
為
が
建
設
資
材
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
必

要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
建
設
業
者
の
業
務
に
関
す
る
談
合
・
贈
賄
等
（
刑
法
違
反
（
公
契
約
関
係
競
売
等
妨
害
（
２
）
建
設
業
者
の
業
務
に
関
す
る
談
合
・
贈
賄
等
（
刑
法
違
反
（
公
契
約
関
係
競
売
等
妨
害

罪
、
談
合
罪
、
贈
賄
罪
、
詐
欺
罪
、
補
助
金
等
適
正
化
法
違
反
、
独
占
禁
止
法
違
反
）

罪
、
談
合
罪
、
贈
賄
罪
、
詐
欺
罪
、
補
助
金
等
適
正
化
法
違
反
、
独
占
禁
止
法
違
反
）

）
）

ａ
代
表
権
の
あ
る
役
員
等
（
建
設
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
者
。

ａ
代
表
権
の
あ
る
役
員
等
（
建
設
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
者
。

以
下
同
じ
）
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
１
年
間
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ

以
下
同
じ
）
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
１
年
間
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ

。
。

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

ｂ
代
表
権
の
な
い
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は

ｂ
代
表
権
の
な
い
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は

１
２
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１
２
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

、
。

、
。

ｃ
ａ
又
は
ｂ
以
外
の
場
合
は
６
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る

ｃ
ａ
又
は
ｂ
以
外
の
場
合
は
６
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る

ｄ
独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
排
除
措
置
命
令
又
は
課
徴
金
納
付
命
令
の
確
定
が
あ
っ
た

ｄ
独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
排
除
措
置
命
令
又
は
課
徴
金
納
付
命
令
の
確
定
が
あ
っ
た

場
合
（
独
占
禁
止
法
第
７
条
の
２
第
１
８
項
に
基
づ
く
通
知
を
受
け
た
場
合
を
含

場
合
（
独
占
禁
止
法
第
７
条
の
２
第
１
８
項
に
基
づ
く
通
知
を
受
け
た
場
合
を
含

む
）
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

む
）
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

。
。

ｅ
ａ
～
ｄ
に
よ
り
営
業
停
止
処
分
（
独
占
禁
止
法
第
３
条
違
反
に
係
る
も
の
に
限

ｅ
ａ
～
ｄ
に
よ
り
営
業
停
止
処
分
（
独
占
禁
止
法
第
３
条
違
反
に
係
る
も
の
に
限

る
）
を
受
け
た
建
設
業
者
に
対
し
て
、
当
該
営
業
停
止
の
期
間
の
満
了
後
１
０
年

る
）
を
受
け
た
建
設
業
者
に
対
し
て
、
当
該
営
業
停
止
の
期
間
の
満
了
後
１
０
年

。
。

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
ａ
～
ｄ
に
該
当
す
る
事
由
（
独
占
禁
止
法
第
３
条
違
反
に

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
ａ
～
ｄ
に
該
当
す
る
事
由
（
独
占
禁
止
法
第
３
条
違
反
に

係
る
も
の
に
限
る
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
ａ
～
ｄ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の

係
る
も
の
に
限
る
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
ａ
～
ｄ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の

。
。

処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
基
準
に
定
め
る
営
業
停
止
の
期
間
を
２
倍
に
加
重
し

処
分
事
由
に
係
る
監
督
処
分
基
準
に
定
め
る
営
業
停
止
の
期
間
を
２
倍
に
加
重
し

て
、
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

て
、
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
請
負
契
約
に
関
す
る
不
誠
実
な
行
為

（
３
）
請
負
契
約
に
関
す
る
不
誠
実
な
行
為
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建
設
業
者
が
請
負
契
約
に
関
し
（
入
札
、
契
約
の
締
結
・
履
行
、
契
約
不
適
合
責
任
の

建
設
業
者
が
請
負
契
約
に
関
し
（
入
札
、
契
約
の
締
結
・
履
行
、
契
約
不
適
合
責
任
の

履
行
そ
の
他
の
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る
全
て
の
過
程
を
い
う

、
社
会
通
念
上

履
行
そ
の
他
の
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る
全
て
の
過
程
を
い
う
、
社
会
通
念
上

。
）

。）

建
設
業
者
が
有
す
べ
き
誠
実
性
を
欠
く
も
の
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

建
設
業
者
が
有
す
べ
き
誠
実
性
を
欠
く
も
の
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

お
り
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

①
虚
偽
申
請

①
虚
偽
申
請

ⅰ
公
共
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
及
び
指
名
競
争
に
お
い
て
、
競
争
参
加

ⅰ
公
共
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
及
び
指
名
競
争
に
お
い
て
、
競
争
参
加

資
格
確
認
申
請
書
、
競
争
参
加
資
格
確
認
資
料
そ
の
他
の
入
札
前
の
調
査
資
料
に
虚

資
格
確
認
申
請
書
、
競
争
参
加
資
格
確
認
資
料
そ
の
他
の
入
札
前
の
調
査
資
料
に
虚

偽
の
記
載
を
し
た
と
き
そ
の
他
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
手
続
に
つ
い
て
不
正
行

偽
の
記
載
を
し
た
と
き
そ
の
他
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
手
続
に
つ
い
て
不
正
行

為
等
を
行
っ
た
と
き
（
ⅱ
に
規
定
さ
れ
る
場
合
を
除
く
）
は
、
１
５
日
以
上
の
営

為
等
を
行
っ
た
と
き
（
ⅱ
に
規
定
さ
れ
る
場
合
を
除
く
）
は
、
１
５
日
以
上
の
営

。
。

業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅱ
完
成
工
事
高
の
水
増
し
等
の
虚
偽
の
申
請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
た
経
営
事
項
審

ⅱ
完
成
工
事
高
の
水
増
し
等
の
虚
偽
の
申
請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
た
経
営
事
項
審

査
結
果
を
公
共
工
事
の
発
注
者
に
提
出
し
、
公
共
発
注
者
が
そ
の
結
果
を
資
格
審
査

査
結
果
を
公
共
工
事
の
発
注
者
に
提
出
し
、
公
共
発
注
者
が
そ
の
結
果
を
資
格
審
査

に
用
い
た
と
き
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場

に
用
い
た
と
き
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
平
成
２
０
年
国
土
交
通
省
告
示
第
８
５
号
第
一
の
四
の
５
の
（
一
）

合
に
お
い
て
、
平
成
２
０
年
国
土
交
通
省
告
示
第
８
５
号
第
一
の
四
の
５
の
（
一
）

に
規
定
す
る
監
査
の
受
審
状
況
に
お
い
て
加
点
さ
れ
、
か
つ
、
監
査
の
受
審
の
対
象

に
規
定
す
る
監
査
の
受
審
状
況
に
お
い
て
加
点
さ
れ
、
か
つ
、
監
査
の
受
審
の
対
象

と
な
っ
た
計
算
書
類
、
財
務
諸
表
等
の
内
容
に
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
４
５
日

と
な
っ
た
計
算
書
類
、
財
務
諸
表
等
の
内
容
に
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
４
５
日

以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

②
主
任
技
術
者
等
の
不
設
置
等

②
主
任
技
術
者
等
の
不
設
置
等

建
設
業
法
第
２
６
条
の
規
定
に
違
反
し
て
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
置
か
な

建
設
業
法
第
２
６
条
の
規
定
に
違
反
し
て
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
置
か
な

か
っ
た
と
き
（
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
を
置
い
た
と
き
を
含
み
、
同
法
第
２
６
条

か
っ
た
と
き
（
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
を
置
い
た
と
き
を
含
み
、
同
法
第
２
６
条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
専
門
工
事
の
下
請
負
人
が
主
任
技
術
者
を
置
く
こ
と

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
専
門
工
事
の
下
請
負
人
が
主
任
技
術
者
を
置
く
こ
と

を
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
）
は
、
１
５
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を

を
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
）
は
、
１
５
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を

。
。

行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
技
術
検
定
の
受
検
又
は
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付

行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者

申
請
に
際
し
虚
偽
の
実
務
経
験
の
証
明
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正
に
資
格
又
は
監

が
、
同
法
第
２
６
条
第
３
項
又
は
同
法
第
２
６
条
の
３
第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
専

理
技
術
者
資
格
者
証
を
取
得
し
た
者
を
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
と
し
て
工
事
現

任
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ

、
。

、
場
に
置
い
て
い
た
場
合
に
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
い
場
合
は
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
の
場
合
に
お
い
て

ま
た
、
工
事
現
場
に
置
か
れ
た
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
が
、
同
法
第
２
６
条
第

営
業
停
止
の
期
間
は
、
７
日
以
上
と
す
る
。

３
項
又
は
同
法
第
２
６
条
の
３
第
６
項
第
２
号
に
規
定
す
る
専
任
義
務
に
違
反
す
る
場

合
に
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的

。
、

、
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
営
業
停
止
の
期
間
は

７
日
以
上
と
す
る
。
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③
粗
雑
工
事
等
に
よ
る
重
大
な
瑕
疵

③
粗
雑
工
事
等
に
よ
る
重
大
な
瑕
疵

施
工
段
階
で
の
手
抜
き
や
粗
雑
工
事
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
工
事
目
的
物
に
重
大

施
工
段
階
で
の
手
抜
き
や
粗
雑
工
事
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
工
事
目
的
物
に
重
大

な
瑕
疵
が
生
じ
た
と
き
は
、
１
５
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た

な
瑕
疵
が
生
じ
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

だ
し
、
低
入
札
価
格
調
査
が
行
わ
れ
た
工
事
で
あ
る
場
合
に
は
、
３
０
日
以
上
の
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

④
施
工
体
制
台
帳
等
の
不
作
成

④
施
工
体
制
台
帳
等
の
不
作
成

施
工
体
制
台
帳
又
は
施
工
体
系
図
の
作
成
を
怠
っ
た
と
き
、
又
は
虚
偽
の
施
工
体
制

施
工
体
制
台
帳
又
は
施
工
体
系
図
の
作
成
を
怠
っ
た
と
き
、
又
は
虚
偽
の
施
工
体
制

台
帳
又
は
施
工
体
系
図
の
作
成
を
行
っ
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行

台
帳
又
は
施
工
体
系
図
の
作
成
を
行
っ
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

う
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
建
設
工
事
の
施
工
等
に
関
す
る
他
法
令
違
反

（
４
）
建
設
工
事
の
施
工
等
に
関
す
る
他
法
令
違
反

他
法
令
違
反
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
監
督
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
他
法
令
違

他
法
令
違
反
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
監
督
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
他
法
令
違

反
の
確
認
と
併
せ
て
、
当
該
違
反
行
為
の
内
容
・
程
度
、
建
設
業
の
営
業
と
の
関
連
等
を

反
の
確
認
と
併
せ
て
、
当
該
違
反
行
為
の
内
容
・
程
度
、
建
設
業
の
営
業
と
の
関
連
等
を

総
合
的
に
勘
案
し
、
建
設
業
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
か
否
か
の
認
定
を
行
う
こ
と
と
す

総
合
的
に
勘
案
し
、
建
設
業
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
か
否
か
の
認
定
を
行
う
こ
と
と
す

る
。

る
。

な
お
、
法
人
に
係
る
他
法
令
違
反
に
つ
い
て
は
、
役
員
等
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
使

な
お
、
法
人
に
係
る
他
法
令
違
反
に
つ
い
て
は
、
役
員
等
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
使

用
人
又
は
法
人
自
体
に
他
法
令
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

用
人
又
は
法
人
自
体
に
他
法
令
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

る
。

る
。

①
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
等
（
工
事
関
係
者
事
故
等
）

①
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
等
（
工
事
関
係
者
事
故
等
）

役
職
員
が
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を

役
職
員
が
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を

行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
事
関
係
者
に
死
亡
者
又
は
３
人
以
上
の
負
傷
者
を
生

行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
事
関
係
者
に
死
亡
者
又
は
３
人
以
上
の
負
傷
者
を
生

じ
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
等
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
で
、
特
に

じ
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
等
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
で
、
特
に

重
大
な
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分

重
大
な
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

②
建
設
工
事
の
施
工
等
に
関
す
る
法
令
違
反

②
建
設
工
事
の
施
工
等
に
関
す
る
法
令
違
反

ⅰ
建
築
基
準
法
違
反
等

ⅰ
建
築
基
準
法
違
反
等

ａ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

ａ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｂ
建
築
基
準
法
第
９
条
に
基
づ
く
措
置
命
令
等
建
設
業
法
施
行
令
第
３
条
の
２
第

ｂ
建
築
基
準
法
第
９
条
に
基
づ
く
措
置
命
令
等
建
設
業
法
施
行
令
第
３
条
の
２
第
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１
号
等
に
規
定
す
る
命
令
を
受
け
た
場
合
は
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
該

１
号
等
に
規
定
す
る
命
令
を
受
け
た
場
合
は
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
該

命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｃ
建
築
基
準
法
の
違
反
が
建
設
資
材
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

ｃ
建
築
基
準
法
の
違
反
が
建
設
資
材
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

き
は
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅱ
廃
棄
物
処
理
法
違
反
、
労
働
基
準
法
違
反
等

ⅱ
廃
棄
物
処
理
法
違
反
、
労
働
基
準
法
違
反
等

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停

止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅲ
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
違
反

ⅲ
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
違
反

ａ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

ａ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｂ
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
７
条
等
に
規
定
す
る
指
示
処
分
を
受
け
た
場
合

ｂ
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
７
条
等
に
規
定
す
る
指
示
処
分
を
受
け
た
場
合

は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
同
法
第
８
条
第
１
項
等
に
規
定
す
る
業
務
等
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場

ま
た
、
同
法
第
８
条
第
１
項
等
に
規
定
す
る
業
務
等
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場

合
は
、
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

合
は
、
３
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅳ
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
違
反

ａ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｂ
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
３
３
条
第
２
項
に
規
定

す
る
指
示
処
分
を
受
け
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
同
法
第
３
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
勧
誘
を
行
う
こ
と
を
停
止
す
べ
き
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
３
日
以
上
の

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

③
信
用
失
墜
行
為
等

③
信
用
失
墜
行
為
等

ⅰ
法
人
税
法
、
消
費
税
法
等
の
税
法
違
反

ⅰ
法
人
税
法
、
消
費
税
法
等
の
税
法
違
反

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停
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止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅱ
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
違
反
（
第
３
２
条
の
３

ⅱ
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
違
反
（
第
３
２
条
の
３

第
７
項
の
規
定
を
除
く
）
等

第
７
項
の
規
定
を
除
く
）
等

。
。

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
７
日
以
上
の

役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
７
日
以
上
の

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

④
健
康
保
険
法
違
反
、
厚
生
年
金
保
険
法
違
反
、
雇
用
保
険
法
違
反

④
健
康
保
険
法
違
反
、
厚
生
年
金
保
険
法
違
反
、
雇
用
保
険
法
違
反

ⅰ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

ⅰ
役
員
等
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
７
日
以

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停

上
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
役
職
員
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
３
日
以
上
の
営
業
停

止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

、
（

「
」

。
）

、
（

「
」

。）
ⅱ

健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
又
は
雇
用
保
険
以
下
健
康
保
険
等
と
い
う

ⅱ
健
康
保
険
厚
生
年
金
保
険
又
は
雇
用
保
険
以
下
健
康
保
険
等
と
い
う

に
未
加
入
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
担
当
部
局
に
よ
る
立
入
検
査
を
正
当
な
理
由
が
な

に
未
加
入
で
あ
り
、
か
つ
、
保
険
担
当
部
局
に
よ
る
立
入
検
査
を
正
当
な
理
由
が
な

く
複
数
回
拒
否
す
る
等
、
再
三
の
加
入
指
導
等
に
従
わ
ず
引
き
続
き
健
康
保
険
等
に

く
複
数
回
拒
否
す
る
等
、
再
三
の
加
入
指
導
等
に
従
わ
ず
引
き
続
き
健
康
保
険
等
に

未
加
入
の
状
態
を
継
続
し
、
健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
雇
用
保
険
法
に

未
加
入
の
状
態
を
継
続
し
、
健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
雇
用
保
険
法
に

違
反
し
て
い
る
こ
と
が
保
険
担
当
部
局
か
ら
の
通
知
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、

違
反
し
て
い
る
こ
と
が
保
険
担
当
部
局
か
ら
の
通
知
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
３

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
３

日
以
上
と
す
る
。

日
以
上
と
す
る
。

（
５
）
一
括
下
請
負
等

（
５
）
一
括
下
請
負
等

ａ
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
２
２
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
１
５
日
以
上
の

ａ
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
２
２
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
１
５
日
以
上
の

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
元
請
負
人
が
施
工
管
理
等
に
つ
い

営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
元
請
負
人
が
施
工
管
理
等
に
つ
い

て
契
約
を
誠
実
に
履
行
し
な
い
場
合
等
、
建
設
工
事
を
他
の
建
設
業
者
か
ら
一
括
し

て
契
約
を
誠
実
に
履
行
し
な
い
場
合
等
、
建
設
工
事
を
他
の
建
設
業
者
か
ら
一
括
し

て
請
け
負
っ
た
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る
と
き
は
、
営
業
停
止
の
期
間

て
請
け
負
っ
た
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る
と
き
は
、
営
業
停
止
の
期
間

に
つ
い
て
必
要
な
減
軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

に
つ
い
て
必
要
な
減
軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｂ
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
２
６
条
の
３
第
８
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
１

ｂ
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
２
６
条
の
３
第
８
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
１

５
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

５
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
６
）
主
任
技
術
者
等
の
変
更

（
６
）
主
任
技
術
者
等
の
変
更

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
が
工
事
の
施
工
の
管
理
に
つ
い
て
著
し
く
不
適
当
で
あ

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
が
工
事
の
施
工
の
管
理
に
つ
い
て
著
し
く
不
適
当
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
変
更
が
公
益
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
技

り
、
か
つ
、
そ
の
変
更
が
公
益
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
技

術
者
の
変
更
の
勧
告
を
書
面
で
行
う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と

術
者
の
変
更
の
勧
告
を
書
面
で
行
う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と

と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
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-

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
７
日
以
上
と
す
る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
７
日
以
上
と
す
る
。

（
７
）
無
許
可
業
者
等
と
の
下
請
契
約

（
７
）
無
許
可
業
者
等
と
の
下
請
契
約

ａ
建
設
業
者
が
、
建
設
業
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
許
可
を
受

ａ
建
設
業
者
が
、
建
設
業
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
許
可
を
受

け
な
い
で
建
設
業
を
営
む
者
と
下
請
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業

け
な
い
で
建
設
業
を
営
む
者
と
下
請
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る

と
き
は
、
必
要
な
減
軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

と
き
は
、
必
要
な
減
軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｂ
建
設
業
者
が
、
特
定
建
設
業
者
以
外
の
建
設
業
を
営
む
者
と
下
請
代
金
の
額
が
建

ｂ
建
設
業
者
が
、
特
定
建
設
業
者
以
外
の
建
設
業
を
営
む
者
と
下
請
代
金
の
額
が
建

設
業
法
第
３
条
第
１
項
第
２
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
下
請
契
約
を
締

設
業
法
第
３
条
第
１
項
第
２
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
下
請
契
約
を
締

結
し
た
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
及
び
当
該
特
定
建
設
業
者
以
外
の
建
設
業
を
営
む

結
し
た
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
及
び
当
該
特
定
建
設
業
者
以
外
の
建
設
業
を
営
む

者
で
一
般
建
設
業
者
で
あ
る
も
の
に
対
し
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ

者
で
一
般
建
設
業
者
で
あ
る
も
の
に
対
し
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
減

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
設
業
者
に
酌
量
す
べ
き
情
状
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
減

軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

軽
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ｃ
建
設
業
者
が
、
情
を
知
っ
て
、
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
者
等
と
下
請
契
約
を
締

ｃ
建
設
業
者
が
、
情
を
知
っ
て
、
営
業
停
止
処
分
を
受
け
た
者
等
と
下
請
契
約
を
締

結
し
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

結
し
た
と
き
は
、
７
日
以
上
の
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
８
）
履
行
確
保
法
違
反

（
８
）
履
行
確
保
法
違
反

ａ
履
行
確
保
法
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

ａ
履
行
確
保
法
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
１
５
日
以
上
と
す
る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
１
５
日
以
上
と
す
る
。

ｂ
履
行
確
保
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、

ｂ
履
行
確
保
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業

指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
７

停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
７

日
以
上
と
す
る
。

日
以
上
と
す
る
。

四
そ
の
他

四
そ
の
他

①
建
設
業
許
可
又
は
経
営
事
項
審
査
に
係
る
虚
偽
申
請
等
建
設
業
法
に
規
定
す
る
罰
則

①
建
設
業
許
可
又
は
経
営
事
項
審
査
に
係
る
虚
偽
申
請
等
建
設
業
法
に
規
定
す
る
罰
則

の
適
用
対
象
と
な
る
不
正
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
告
発
を
も
っ
て
臨
む
な
ど
、
法
の
厳

の
適
用
対
象
と
な
る
不
正
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
告
発
を
も
っ
て
臨
む
な
ど
、
法
の
厳

正
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

正
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

②
不
正
行
為
等
に
対
す
る
監
督
処
分
に
係
る
調
査
等
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
不
正
行

②
不
正
行
為
等
に
対
す
る
監
督
処
分
に
係
る
調
査
等
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
不
正
行

為
等
が
あ
っ
た
時
か
ら
３
年
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
法
令
違
反
等
に

為
等
が
あ
っ
た
時
か
ら
３
年
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
法
令
違
反
等
に

係
る
監
督
処
分
事
由
に
該
当
す
る
不
正
行
為
等
で
あ
っ
て
、
公
訴
提
起
さ
れ
た
も
の
等

係
る
監
督
処
分
事
由
に
該
当
す
る
不
正
行
為
等
で
あ
っ
て
、
公
訴
提
起
さ
れ
た
も
の
等

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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③
監
督
処
分
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

③
監
督
処
分
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
施
行
期
日
等

五
施
行
期
日
等

①
こ
の
基
準
は
、
令
和
３
年
７
月
２
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

①
こ
の
基
準
は
、
令
和
２
年
１
０
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

②
こ
の
基
準
は
、
そ
の
施
行
後
に
不
正
行
為
等
が
行
わ
れ
た
も
の
か
ら
適
用
し
、
施
行

②
こ
の
基
準
は
、
そ
の
施
行
後
に
不
正
行
為
等
が
行
わ
れ
た
も
の
か
ら
適
用
し
、
施
行

、
。

、
。

日
前
に
行
わ
れ
た
不
正
行
為
等
に
対
す
る
適
用
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

日
前
に
行
わ
れ
た
不
正
行
為
等
に
対
す
る
適
用
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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建
設
業
法
施
行
令
第
４
１
条
第
３
項
に
規
定
す
る
技
術
検
定
の
受
検
禁
止
の
措
置
に
関
す
る
基
準

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
変
更
部
分
）

改
正
後

（
令
和
３
年
７
月
２
６
日
）

改
正

前
（
平
成
２
６
年
１
２
月
２
５
日
）

建
設
業
法
施
行
令
第
４
１
条
第
３
項
に
規
定
す
る
技
術
検
定
の
受
検
禁
止
の
措
置
に
関
す
る
基
建
設
業
法
施
行
令
第
２
７
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
技
術
検
定
の
受
検
禁
止
の
措
置
に
関
す

準
る
基
準

１
．
趣
旨

１
．
趣
旨

本
基
準
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２

本
基
準
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２

７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
検
定
に
つ
い
て
、
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
３
１
年
政
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
検
定
に
つ
い
て
、
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
３
１
年
政
令

令
２
７
３
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
第
３
項
に
基
づ
く
受
検
禁
止
の
措
置
（
以
２
７
３
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
２
７
条
の
９
第
３
項
に
基
づ
く
受
検
禁
止
の
措
置
（
以

下
「
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
技
術
検
定
を
不
正
の
下
「
措
置
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
技
術
検
定
を
不
正
の

手
段
に
よ
っ
て
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
行
為
に
厳
正
に
対
処
し
、
も
っ
て
技
術
検
定
手
段
に
よ
っ
て
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
行
為
に
厳
正
に
対
処
し
、
も
っ
て
技
術
検
定
の

の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

公
正
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
．
措
置
の
基
本
方
針

２
．
措
置
の
基
本
方
針

技
術
検
定
の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
令
第
４
１
条
第
３
項
に
規
定
す

技
術
検
定
の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
令
第
２
７
条
の
９
第
３
項
に
規
定

る
措
置
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
本
基
準
に
従
い
、
迅
速
か
つ
厳
正
に
措
置
を
執
り
行
う
。
す
る
措
置
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
本
基
準
に
従
い
、
迅
速
か
つ
厳
正
に
措
置
を
執
り
行
う
。

３
．
用
語
の
定
義

３
．
用
語
の
定
義

本
基
準
に
お
い
て
、
「
不
正
行
為
」
と
は
、
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
技
術
検
定
を
受
け
、
又

本
基
準
に
お
い
て
、
「
不
正
行
為
」
と
は
、
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
技
術
検
定
を
受
け
、
又

は
受
け
よ
う
と
し
た
行
為
を
い
う
。

は
受
け
よ
う
と
し
た
行
為
を
い
う
。

な
お
、
見
込
み
の
実
務
経
験
で
受
検
を
申
込
み
、
又
は
実
際
に
受
検
し
た
者
で
あ
っ
て
、

な
お
、
見
込
み
の
実
務
経
験
で
受
検
を
申
込
み
、
又
は
実
際
に
受
検
し
た
者
で
あ
っ
て
、
見

見
込
み
の
実
務
経
験
を
満
た
せ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
合
格
発
表
前
ま
で
に
込
み
の
実
務
経
験
を
満
た
せ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
合
格
発
表
前
ま
で
に
自
己

自
己
申
告
し
た
場
合
は
、
不
正
行
為
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

申
告
し
た
場
合
は
、
不
正
行
為
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
．
措
置
の
基
準

４
．
措
置
の
基
準

（
１
）
一
般
的
基
準

（
１
）
一
般
的
基
準
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措
置
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
別
に
応
じ
、
当
該
右
欄

措
置
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
別
に
応
じ
、
当
該
右
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

措
置
事
由
に
該
当
す
る
行
為

受
検
禁
止
期
間

措
置
事
由
に
該
当
す
る
行
為

受
検
禁
止
期
間

①
他
の
受
検
者
の
答
案
を
の
ぞ
き
見
る
な
ど
の
不
正
行
為

１
年

他
の
受
検
者
の
答
案
を
の
ぞ
き
見
る
な
ど
の
不
正
行
為

１
年

②
出
願
に
関
す
る
不
正
行
為（
④
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

③
参
考
書
、
メ
モ
を
取
り
出
し
利
用
で
き
る
状
態
に
置
く
な

２
年

参
考
書
、
メ
モ
を
取
り
出
し
利
用
で
き
る
状
態
に
置
く
な
ど
の

２
年

ど
の
悪
質
な
不
正
行
為

悪
質
な
不
正
行
為

④
虚
偽
の
出
願
（
替
え
玉
受
検
、
無
資
格
受
検
な
ど
）
に
よ

３
年

虚
偽
の
出
願
（
替
え
玉
受
検
、
無
資
格
受
検
な
ど
）
に
よ
っ
て

３
年

っ
て
技
術
検
定
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
な
ど
の
極

技
術
検
定
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
な
ど
の
極
め
て
悪

め
て
悪
質
な
不
正
行
為

質
な
不
正
行
為

（
２
）
個
別
事
情
に
よ
る
措
置
の
加
重
又
は
軽
減

（
２
）
個
別
事
情
に
よ
る
措
置
の
加
重
又
は
軽
減

①
不
正
行
為
の
内
容
及
び
情
状
に
よ
り
受
検
禁
止
期
間
を
加
重
又
は
軽
減
す
る
こ
と
が
で

①
不
正
行
為
の
内
容
及
び
情
状
に
よ
り
受
検
禁
止
期
間
を
加
重
又
は
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

②
過
去
に
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
が
、
再
度
不
正
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
態
様
に

②
過
去
に
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
が
、
再
度
不
正
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
態
様
に

応
じ
て
受
検
禁
止
期
間
を
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

応
じ
て
受
検
禁
止
期
間
を
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
．
措
置
に
伴
う
通
知

５
．
措
置
に
伴
う
通
知

措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
措
置
を
受
け
た
受
検
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
各

措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
措
置
を
受
け
た
受
検
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
各
指

指
定
試
験
機
関
へ
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

定
試
験
機
関
へ
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

６
．
そ
の
他

６
．
そ
の
他

①
技
術
検
定
の
学
科
試
験
、
実
地
試
験
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
地
試
験
に

お
け
る
不
正
行
為
に
よ
り
、
受
検
禁
止
の
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
受
検
者
の

学
科
試
験
の
合
格
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る
。

不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
技
術
検
定
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
令
第

②
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
技
術
検
定
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
令
第

４
１
条
第
３
項
に
基
づ
き
技
術
検
定
の
受
検
を
禁
止
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
定
種
２
７
条
の
９
第
３
項
に
基
づ
き
技
術
検
定
の
受
検
を
禁
止
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
定

目
の
１
級
及
び
２
級
の
受
検
禁
止
措
置
に
加
え
、
他
の
検
定
種
目
に
お
い
て
も
受
検
禁
止
の
種
目
の
１
級
及
び
２
級
の
受
検
禁
止
措
置
に
加
え
、
他
の
検
定
種
目
に
お
い
て
も
受
検
禁
止
の
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措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
受
検
禁
止
期
間
は
、
当
該
検
定
種
目
の
受
検
禁
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
受
検
禁
止
期
間
は
、
当
該
検
定
種
目
の
受
検
禁
止

止
期
間
に
準
じ
る
。

期
間
に
準
じ
る
。

７
．
施
行
期
日
等

７
．
施
行
期
日
等

①
こ
の
基
準
は
、
令
和
３
年
７
月
２
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
基
準
は
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

②
こ
の
基
準
は
、
そ
の
施
行
後
に
不
正
行
為
等
が
行
わ
れ
た
も
の
か
ら
適
用
し
、
施
行
日

前
に
行
わ
れ
た
不
正
行
為
等
に
対
す
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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特 集 ３ 

令和４年度 国土交通省・建設業関係予算 概算要求について 

 

 

 令和３年８月に国土交通省が公表した令和４年度不動産・建設経済局関係予算

概算要求概要のうち、建設市場の環境整備に係るものについて抜粋し、以下に掲

載します。 
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4．建設市場の環境整備 

（１）建設産業の働き方改革の実現 

                  

１６７百万円（前年度１２７百万円） 
 うち新たな成長推進枠７５百万円 

 

令和元年４月より施行された働き方改革関連法の成立に伴い、建設業については、令和

６年４月より、時間外労働の上限規制が適用されることとなった。 

長時間労働の是正等、建設業における働き方改革、生産性の向上の推進に向けては、関

係者が総力を上げて取り組むことが必要である。このため、第 198 回国会（常会）におい

て成立した新・担い手３法の趣旨も踏まえ、建設業の担い手（技術者・技能者）の確保・

育成や長時間労働是正のための実効性のある制度運用、ICT ツール等の活用を通じて生産

性の向上をより一層の推進図っていく。 

 

＜内 容＞ 

 ○適正な工期設定・施工時期の平準化等による働き方改革の推進 

   令和６年４月から、建設業についても罰則付き時間外労働上限規制が適用されるこ

とから、働き方改革及び生産性向上等の実現のため、以下の施策を実施 

  ・建設業の週休２日の確保状況等について実態調査をし、好事例集の作成等を通じ、

横展開を推進 

・全地方公共団体の入札契約適正化の取組状況を調査・公表し、「平準化統一フォー

マット」の普及・「平準化カルテ」の整備を図るとともに、個別団体への改善支援

及び進捗状況・取組の「見える化」等を通じた施工時期の平準化等を推進 

  ・生産性向上を加速させるため、ICT ツールの活用事例の収集及びこれらの普及に向

けた安全基準上の課題等を調査・検討 

  ・地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手としての役割を全うするため、災

害協定の普及・活用状況や重機保有の実態等の調査を行い、地域の災害対応力の強

化に必要な改善策を検討 

 

○建設技術者の働き方改革の推進   

   建設技術者の長時間労働の是正及び生産性向上のため、改正建設業法等を踏まえ、

以下の施策を実施 

・建設現場における ICT 技術の活用状況及び今後の活用推進を踏まえた技術者制度の

更なる合理化に向け、建設業界の実態調査を行うとともに、更なる合理化に向けた

方策の検討及び実現に向けた課題整理 

・技術検定受検申請のオンライン化に向け、電子化による効率化及び不正防止の観点

から、受検者のデータの照会や突合等を可能にする仕組みの在り方を検討 

・今後の施工技術の ICT 化を踏まえ、現場を指揮管理する技術者の技術力の維持・向

上を図るため、監理技術者講習やＣＰＤの活用方策を検討  
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○適正な工期設定等による働き方改革の推進 

○建設技術者の働き方改革の推進 

 

○新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体改正）の概要 

○施工時期の平準化等による働き方改革の推進 

専門工事一括管理施工制度 監理技術者補佐制度 
ウェアラブルカメラによる 
遠隔施工管理 

ＩＣＴ技術の活用状況等を踏まえた 
技術者制度の更なる合理化 

165 

1,106 

3,129 

4,835 

659 

2,735 

3,356 

3,556 

0 2,000 4,000 6,000 8,000

H28年度

H29年度

H30年度

R1年度

週休2日実施工事
週休2日対象工事（公告工事）

3,841 

824 
対象件数 4.7 倍 実施件数 6.7 倍 

6,485 

8,391 

対象件数 1.7 倍 実施件数 2.8 倍 

対象件数 1.3 倍 実施件数 1.5 倍 

週休２日工事の実施状況（直轄） 

＜週休２日の推進に向けた取組＞   

○週休２日の実施に伴う必要経費を計上 

○週休２日交替制モデル工事の試行  

 モデルとなる維持工事等において工事

従事者が交替で週休２日を確保 

○週休２日実施工事について工事成績評

定において加点評価を実施 

2021年10月　CITIO

－31－



- 20 - 
 

将来の担い手不足が課題となる中、 
女性の入職及び定着を促進することが重要 
 

 建設業 産業計 

女性の離職者数/入職者数 96.9% 90.9% 

入職者に占める女性の割合 19.4% 54.8% 

 

（２）建設産業の担い手確保・育成 

建設キャリアアップシステム普及・活用等を通じた建設技能者の処遇の改善 
  

４５百万円（前年度４５百万円） 
  

令和 2 年 3 月に取りまとめた「建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施
策パッケージ」に基づき、建設業退職金共済制度との連携等による建設キャリアアップシ
ステム（CCUS）の普及・活用等を通じ、建設技能者の技能と経験に応じた評価・処遇改善
による建設業の担い手の確保・育成を図る。 

 

＜内 容＞ 
 ○建設キャリアアップシステムを活用した建設産業における女性の定着促進支援 
   「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」(令和２年１月に国土交通省及び業界

団体等が共同で策定)に基づき、建設技能者が就業履歴の蓄積により技能と経験に応じ
た適正な評価と待遇を受けることができる仕組みである CCUS を活用し、建設業にお
ける女性の入職及び定着を促進する取組を行う。 

 
 
 
 
 

  

○女性の入職及び定着促進にＣＣＵＳを活用した優良

事例の収集及び優良事例の創出支援、優良事例の横

展開 

「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」の策定 

雇用動向調査（令和元年）を基に国土交通省で算出 

女性の入職及び定着促進 

※令和６年までの間、それぞれ前年度比で減
少（増加）させることが目標。 

＜CCUS の概要＞ 
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○社会保険加入の徹底・定着 
社会保険未加入企業に対し建設業許可・更新を認めない仕組みとする改正建設業

法施行を受け、法定福利費を適正に行き渡らせるための施策と労働者単位での社会
保険加入の徹底・確認強化を図るため、以下の取組を実施 
・建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会（関係省庁、業界団体等で構成） 

の開催 
・法定福利費の更なる見える化の推進や法定福利費等の支払い状況実態調査の実施 
・社保加入要件化に伴う一人親方化の実態把握、偽装請負防止に必要な取組の実施 

 

 

  【企業単位・３保険の加入割合の推移】 

下請の次数が上がる 

ほど加入割合は低下 

【協議会の開催】 

・協議会を中心に、関係省庁、建設業団体

等が連携して、建設業における社会保険

加入対策や処遇改善の取組を推進 

【イメージ】 

社会保険加入 

※公共事業労務費調査（令和 2 年 10 月調査） 

  元請：99.7％ 
1 次下請：99.1％ 
2 次下請：97.1％ 
3 次下請：94.1％ 
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建設分野における外国人材の適正な活用の推進 

                 

２３７百万円（前年度２２０百万円） 
うち新たな成長推進枠５５百万円 

 
将来的に生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお不足すると考えられる労働力

を、外国人材の受入れによって中長期的に確保する必要がある。引き続き、有為な外国人

材を確保するため、外国人材の適正な処遇の確保等の環境整備を行う。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、特定技能外国人受入数が伸び悩

む中、元技能実習生等とのマッチング等により円滑な受入れを促進する。 
 
＜内 容＞ 

○ 特定技能外国人の円滑な受入れの促進 

・現地送出機関等と連携した元技能実習生等の募集・確保と受入企業とのマッチング 

支援 
・海外試験実施のための現地調査及び環境整備  
 

○ 外国人材の適正な就労の監理 

・受入企業に対する監査 

・受入企業等に対する巡回訪問・母国語相談 

・外国人材の受入状況（賃金水準を含む）に係る実態把握調査  

・外国人材就労管理データベースの維持・運営 等 
 
＜在留資格別 建設分野における外国人就労者受入れの仕組み（概要・スキーム）＞ 

特定技能（１号） 特定活動（外国人建設就労者受入事業） 

○相当程度の知識又は経験を有する外国人技能労
働者を、我が国の人手不足が深刻な特定産業分
野（14 分野）に受け入れるもの 
※R 元年度～ 

○当面の一時的建設需要等に対応する
ため受け入れるもの 
※H27 年度～R4 年度 

(新規受入れは R2 年度末まで) 
  

 
＜「建設特定技能受入計画」における国土交通大臣認定の主な審査基準＞ 
 (1) 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと 
 (2) 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと 
 (3) 建設キャリアアップシステムに登録していること 

受入企業への指導 

元請企業 

特定監理団体 

特定監理団体及び 
適正監理計画の認定 
巡回訪問 等 

国土交通省 

人材 
送出機関 

外国人 

応
募
・ 

選
考 

人材紹介 
監査 
支援 

受入企業 
雇
用 
契
約 

提
携 

雇用契約 

法務省 

人材紹介 

登録・ 
連携 

(一社)建設技能人材機構 
（受入事業実施団体） 提携 

適正就労監理機関 

外国人 

国土交通省 海外 
教育機関 

受入企業 

受入企業への指導 

下線部、濃色部は建設分野独自の措置 
その他は業種横断の仕組み 

支援 
登録支援

機関 

定期報告聴取 

元請企業 

支援計画提出 

受入計画の認定 
委託機関による巡回訪問 
監査 等 

相談・通報 
転職支援 

応
募
・ 

試
験
選
考 
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建設職人の安全・健康の確保の推進 

       

１１百万円（前年度１１百万円） 
 

建設工事の現場での災害により、いわゆる一人親方等を含めた建設工事従事者全体で年

間約 400 人もの尊い命が失われている。このような状況の中、「建設工事従事者の安全及

び健康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律第 111 号）」に基づく基本計画（平成

29 年 6 月 9 日閣議決定）が策定され必要な施策を展開しているところである。 

 建設現場における安全衛生対策の着実な実施に向け、安全衛生経費が着実に支払われる

仕組みの構築、安全衛生経費の重要性や必要性を普及させるための広報等、安全衛生対策

を全国に展開していく取り組みを引き続き実施し、建設職人の安全・健康の確保の推進を

図る。 

 

＜内 容＞ 

○安全衛生経費の着実な支払いに必要なツール作成 

・「安全衛生対策項目の元請・下請間の確認表」の作成 

 ○安全衛生経費の重要性・必要性に関する戦略的広報 

・安全衛生経費に関する広報資料の作成 

○安全衛生の推進のための取り組み 

・地方ブロック建設工事従事者安全健康確保推進会議の開催 

 

 

2

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画
（平成29年6月）

第１ 基本的な方針

はじめに 現状と課題

第２ 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

１．適正な請負代金の額、工期等の設定
２．設計、施工等の各段階における措置
３．安全及び健康に関する意識の向上
４．建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上

１．建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等
２．責任体制の明確化
３．建設工事の現場における措置の統一的な実施
４．建設工事の現場の安全性の点検等
５．安全及び健康に関する意識の啓発

第３ 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１．建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策
２．墜落・転落災害の防止対策の充実強化
３．東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた先進的取組
４．基本計画の推進体制
５．施策の推進状況の点検と計画の見直し

建設職人の安全・健康の確保のため、幅広い取組を展開
（R4年度：安全衛生経費の着実な支払いツール作成等）

地方ブロックでの会議開催等により地方における
基本計画の策定を支援

34

6

7

都道府県計画の策定状況（R3年6月時点）

策定済 今年度中に策定予定 来年度以降

2021年10月　CITIO
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（３）建設産業の生産性向上の推進 

生産性向上に向けた地域建設産業の持続性の確保 

       

１１百万円（前年度１１百万円） 
 

中小・中堅建設企業の生産性向上は必要不可欠であるが、個社レベルでは投資資金・人材

が限られており、またノウハウが十分に蓄積されておらず、取組が進捗していない。 

 そのため、ＤＸ対応や企業活動の継続促進に関する相談支援等を行うことで、地域にお

ける中小・中堅建設企業の生産性向上と持続性確保を推し進めるとともに、新型コロナを

契機としたデジタル化に向けた普及啓発を通じて、建設業における DX を促進する。 

 

＜内 容＞ 

・建設産業に精通した中小企業診断士等の専門家よりアドバイスを受けられる「相談支

援」、また、特に中小・中堅建設企業が抱える課題解決の参考となるモデル性の高い

取組を重点的に支援する「重点支援」を実施 

＜推進する主な取組＞・ＤＸ対応（ＩＣＴ技術活用など） 

          ・企業活動の継続促進（特にＭ＆Ａなど） 

・本支援での事例を通じて、取り組む際の手法や留意点等に関する手引きや事例集を作

成し、効果的な水平展開を実施 
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